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Ⅰ 入札の流れ 

 

１ 入札物件 詳細については、「物件調書」を御覧ください。 

所在地 地目・用途・構造 地積（㎡） 最低売却価格（円） 

平佐町字百田町２４２２番５ 雑種地 438 １７，７９９，１００ 

 

                    ２ 現地見学会 

日 時 集合場所 

令和８年５月１２日（火） 

午前９時４５分から午前１０時００分まで（受付時間） 

午前１０時から午前１１時まで（見学時間） 

所在地 

 ※ 入札参加申込みをされる場合は、見学会に参加されない場合でも参加されたものとみなします。 

 

３ 入札参加申込受付  

  入札に参加したい方は、必要書類を受付場所まで直接持参ください。（郵送不可。） 

⑴ 受付期間 令和８年５月１２日（火）から令和８年５月２６日（火）まで(閉庁日を除く。) 

 ⑵ 受付時間 午前８時３０分から午後５時１５分まで  

 ⑶ 受付場所 薩摩川内市 行政管理部 管財課 （薩摩川内市役所 本庁４階） 

 ⑷ 留意事項 

  ア 申込受付期間終了後、入札参加資格の適合を確認した後に、入札参加通知を郵送します。 

イ 個人での申込みを代理人が手続きする場合は、委任状が必要になります。 

 

４ 入札 入札参加資格を与えられた方のみ入札に参加できます。 

 ⑴ 受付日時 令和８年６月９日（火） 午前９時から午前９時２０分まで 

 ⑵ 受付会場 薩摩川内市役所 本庁５階 ５０１会議室 

 ⑶ 入札日時 令和８年６月９日（火） 午前９時２０分から 

 ⑷ 入札会場 薩摩川内市役所 本庁６階 ６０１会議室 

 ⑸ 留意事項 最高価格が同額であった場合は、くじ引きにて決定します。 

 

５ 契約 

落札者は、市と物件の売買契約を締結していただきます。 

なお、契約保証金（売買代金の１００分の１０以上）は、落札日から令和８年６月２２日（月）

までに納付していただきます。 

 

６ 売買代金の支払い 

  落札者は、令和８年８月２０日（木）までに売買代金全額（契約保証金を差し引いた残額）を納

付していただきます。 

 

７ 所有権の移転・物件の引き渡し 

所有権は、売買代金完納と同時に移転、現状有姿のまま物件の引渡しがあったものとし、所有権

移転登記の手続きを市で行います。 
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Ⅱ 入札に関する注意事項 

 

１ 入札手順 入札は、次の順で行われます。 
 ⑴ 受付 

 ⑵ 入札保証金に係る手続き 

 ⑶ 物件の説明及び確認 

 ⑷ 入札 

 ⑸ 開札 

 ⑹ 落札者の決定 

 ⑺ 入札保証金の返還（落札できなかった方が対象です。） 

 

２ 入札参加資格  次の事項に該当する方は参加できません。 
 ⑴ 一般競争入札に係る契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者 

⑵ 薩摩川内市における不動産の売払いに係る契約手続において次の事項のいずれかに該当する

と認められる者で、その事実があった後、２年を経過しないもの。この場合において、その者を

代理人、支配人、その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、また同様とする。 

ア 競争入札において、その公正な執行を妨げた者又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正

の利益を得るために連合した者 

  イ 落札者が契約を締結すること又は契約の相手方が契約を履行することを妨げた者 

  ウ 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者 

  エ 落札したにもかかわらず、正当な理由がなくて契約を締結しなかった者 

オ アからエまでのいずれかに該当する事実があった後２年を経過しない者を契約の履行に当た

り代理人、支配人、その他の使用人として使用した者 

⑶ 薩摩川内市が行う契約からの暴力団排除措置に関する要綱（平成２８年薩摩川内市告示第 

１４３号。以下「要綱」という。）第３条に規定する者その他の反社会的団体及びそれらの構成員

がその活動のために利用する等公序良俗に反する用にこの土地を使用しようとする者 

 ⑷ 市町村民税の滞納がある者 

 

３ 買受条件 入札後の売買契約では次の条件に同意する必要があります。 
⑴ 売買代金を指定期日までに納付すること。 

   （落札者が指定期日までに売買代金の支払いができない場合は、契約保証金は市に帰属し、契

約を解除します。） 

⑵ 要綱第３条に規定する者その他の反社会的団体及びそれらの構成員がその活動のために利用

する等公序良俗に反する用に供しないこと。 

⑶ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２２号）第２条に規

定する営業その他これらに類する業の用に供しないこと。 

⑷ 所有権を第三者に移転させる場合も、前２号については、承継すること。 

⑸ 所有権移転の日から５年間は、市の承諾を得ないで所有権、地上権、使用貸借権、賃借権その

他の使用収益を目的とする権利の設定又は移転をしないこと。 

 

４ 入札参加手続 

⑴ 個人の場合 申し込みに必要な書類等 

ア 入札参加申込書（様式１） ※ 実印を押印したもの 

イ 住民票（薩摩川内市外に住民登録をしている方のみ必要です。） 

ウ 印鑑登録証明書 

エ 所得証明書（直近） 

オ 資産証明書（直近） 

カ 滞納のない証明書（市町村民税の滞納がない事の証明書） 
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キ 事業計画書（様式２） 

 ※ イ、ウについては、発行後３ヶ月以内のものに限ります。 

⑵ 法人の場合 申し込みに必要な書類等 

ア 入札参加申込書（様式１） ※ 実印を押印したもの。 

イ 法人登記事項証明書（履歴事項全部証明書） 

ウ 印鑑証明書 

エ 会社案内書（パンフレット可） 

オ 貸借対照表、損益計算書（直近） 

カ 滞納のない証明書（市町村民税の滞納がない事の証明書） 

キ 事業計画書（様式２） 

※イ、ウについては、発行後３ヶ月以内のものに限ります。 

⑶ 申し込みにあたっての留意事項 

ア 落札後の売買契約及び所有権移転登記は、入札参加申込書に記載された申込者の名義でのみ

行います。 

イ 申込受付を完了し、入札参加資格の適合を確認した後に、入札参加通知を郵送します。 

  入札参加通知は、入札当日必ず持参してください。事業内容等についてヒアリングや補足資

料の提出を求める場合があります。 

ウ 申し込みに必要な一切の費用は、申込者の負担とします。 

エ 申し込みに提出された書類等は一切、返却いたしません。 

 

５ 入  札 

 ⑴ 入札にあたっての留意事項 

  ア 入札開始時間に遅れますと入札に参加できませんので注意してください。 

  イ 郵便、電信での入札はできませんので、直接本人又は代理人が出席してください。 

⑵ 持参物等 

ア 入札参加通知 

イ 入札書 入札書は別添のものを使用してください。 

ウ 委任状 

(ｱ) 法人の代表権のない方や個人でやむを得ず代理人が入札に参加される場合は、委任者が 

実印を押印し、受任者が記入、押印した委任状をお持ちください。 

(ｲ) 委任状は別添のものを使用してください。 

(ｳ) 連名で（共有）で入札を希望される方で、その代表者が入札に参加される場合も委任状が  

必要になりますので、事前にお申し出ください。 

エ 印鑑 

   入札書に押印する本人の実印（代理人の方は、委任状に押印した代理人の印鑑）（スタンプ

印は除く。）をお持ちください。 

オ 入札保証金 

   入札当日は、入札金額の１００分の５以上の入札保証金を入札開始前に現金又は銀行振出小

切手（薩摩川内市指定金融機関などが振出した自己宛かつ支払地が本市内のもので、振出日よ

り５日以内のもの）でお預けください。 

⑶ 入札は、最低売却価格以上の最高価格をもって入札した者を落札者とします。ただし、入札価 

格が同額であった場合は、直ちにくじ引きにて決定します。 

⑷ 入札価格は、最低売却価格を下回った場合は、失効とします。 

⑸ 入札保証金は入札終了後、速やかにお返しいたします。ただし、落札者の入札保証金は、契約 

保証金に充当するものとします。 

 

６ 契約締結 

⑴  契約の名義等 

 市は、落札者と令和８年６月２２日（月）までに売買契約を締結します。契約時までに契約保
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証金（契約金額の１００分の１０以上）を市が発行する納入通知書により指定する金融機関で納

付ください。なお、契約の締結及び所有権移転は入札申込書及び入札書に記載された名義でのみ

行います。 

⑵ 落札者が、⑴に定める期日までに売買契約を締結しない場合は、入札保証金は市に帰属します。 

⑶ 契約に必要なもの 売買契約に要する費用（収入印紙）は落札者の負担となります。 

契約金額（売買代金） 印紙税額 

５０万円を超え１００万円以下のもの ５００円 

１００万円を超え５００万円以下のもの １千円 

５００万円を超え１千万円以下のもの ５千円 

１千万円を超え５千万円以下のもの １万円 

５千万円を超え１億円以下のもの ３万円 

   ※ 平成２６年４月１日から令和９年３月３１日までの軽減措置有り 

 

７ 売買代金の支払い 

⑴ 令和８年８月２０日（木）までに、売買代金を完納していただきます。契約保証金を売買代金

の一部に充当しますので、売買代金と契約保証金の差額を市が発行する納入通知書により、指定

する金融機関においてお振込みください。売買代金の分割納付はできません。 

⑵ 契約締結後に契約解除する場合、契約保証金は市へ帰属します。 

 

８ 所有権の移転・物件の引き渡し 

⑴ 所有権の移転時期 

   契約された物件の所有権は、売買代金（未納違約金を含む。）を完納したときに市から契約者へ

移転いたします。 

⑵ 物件の引き渡し 所有権の移転完了と同時に現状有姿のままで行います。 

⑶ 所有権移転の登記 

   市が売買契約書の契約者の名義で所有権移転の登記手続きを行いますが、登録免許税等諸費用

は契約者の負担とします。 

⑷ 登記に必要な書類 

 ア 売買代金の領収書の写し 

 イ 登録免許税は、契約者の負担となります。 

※ 参考 登録免許税額の算定 

    平成２９年４月１日から令和８年３月３１日まで（税率の軽減措置有り（土地のみ）） 

    登録免許税＝固定資産税評価額×１０００分の１５（１００円未満切捨） 

          算定額が１，０００円未満であるときは１，０００円となります。 

          建物の税率は１０００分の２０となります。 

⑸ 所有権移転登記完了後に別添の普通財産受領書を提出してください。 

 

９ 参  考 

⑴ 銀行振出小切手についての留意点 

  入札保証金を銀行振出小切手で納付される場合は、次の条件を満たすものとします。 

 ア 薩摩川内市指定金融機関等が振出した自己宛のもので支払地が本市の区域内（甑地域を除   

く）であるもの（振出人、支払人とも同一金融機関であること）。 

イ 振出日から起算して５日以内のもの。 

ウ 持参人払式のもの。 

エ 線引きされていないもの。 

⑵  落札者の銀行振出小切手に係る取立手数料については、落札者で負担していただきます。 
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（銀行振出小切手 見本） 

小  切  手 

 支払地  鹿児島県薩摩川内市          ○○○○○○○ 

   株式会社○○銀行川内支店 

 金 額   ￥○○，○○○，○○○※ 
上記の金額をこの小切手と引き替えに 

     持参人へお支払ください。 

     拒絶証書不要 

 振出日 令和○○年○月○日 

 振出地 鹿児島県薩摩川内市            株式会社○○銀行川内支店 

                          支店長 ○○ ○○    印 

川 内 ○○○○ 

○○○○－○○○ 

 

10 問 合 先 

ア 担 当 課 薩摩川内市 行政管理部 管財課 

イ 住  所 〒895-8650  薩摩川内市神田町３番２２号 

ウ 電  話 ０９９６－２２－８１１５（音声案内後４７６１） 

エ ファクス ０９９６－２０－５５７０ 
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様式１ 

令和  年  月  日  

 

薩摩川内市長 田中 良二 殿 

 

 

申込者  住  所 〒 

（所在地） 

 

                フリガナ 

氏  名                      印 

（法人名及び代表者名） 

 

 

電話番号 

 

入札参加申込書 

 

私は、下記の市有地の売却に係る入札公告、売却要領を閲覧のうえ、一般競争入札の参加資格、条

件、内容等を確認し、参加を申し込みます。 

 

記 

 

入札物件 

所在地 地目・用途・構造 地積・床面積（㎡） 

平佐町字百田町２４２２番５ 雑種地 ４３８ 

 

 

 

※ 申込者が契約者及び所有権移転登記の名義人となります。 

※ 印は実印を押印してください。 

※ 申込受付を完了し、入札参加資格の適合を確認した後に、入札参加通知を郵送いたします。 

※ 印鑑登録証明書（発行日から３ヶ月以内のもの）１通を添付してください。 

 ※ その他の添付書類は、売却要領をご確認ください。 
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様式２ 

令和  年  月  日提出 

事業計画書 

 

１ 対象物件 

所在地 地目・用途・構造 地積・床面積（㎡） 

平佐町字百田町２４２２番５ 雑種地 ４３８ 

 

２ 個人・法人・団体等の概要 

氏    名 

（団体名・代表者名） 
 

住    所 

（所在地） 
 

職    業 

（主な業務内容） 
 

主な取引先  

年間取扱高  

所 属 名  担当者氏名  

電 話番号  ファクス番号  

３ 事業概要等 

区    分 具体的計画・実施方針・特徴 

事 業 名 

（種類） 

 

事 業 概要 
 

施 設 概要 
 

事 業 費  

工期（予定） 令和   年   月   日 ～ 令和   年   月   日 

事業開始月（予定） 令和   年   月 

事業実施に 

あたっての課題等 

 

※ 簡単な計画図面があれば添付してください。 
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入 札 書 
 

 

金 額 

億 千 百 十 万 千 百 十 円 

 

件 名 市有地売却（平佐町字百田町２４２２番５） 

 

入札物件 

所在地 地目・用途・構造 地積・床面積（㎡） 

平佐町字百田町２４２２番５ 雑種地 ４３８ 

 

私は、市有地の売却に係る入札公告、売却要領を閲覧のうえ、薩摩川内市契約規則及び指示され

た事項を承知して、上記のとおり入札します。 

 

令和   年   月   日 

 

        住 所 

 

        氏 名                        印  

 

 薩摩川内市長 田中 良二 殿 

 

 

令和   年   月   日  上記金額で落札決定通知 

落札者印 

 

 



 

- 9 -

委 任 状 
 

令和   年   月   日  

 

 

 薩摩川内市長 田中 良二 殿 

 

 

委任者 住所 

 

 

氏名                 印 

 

※ 印は実印を押印してください。 

 

 私は、下記の者を代理人と定め、下記の市有地の売却に係る入札に関する一切の権限を委任しま

す。 

 

 

記 

 

入札物件 

所在地 地目・用途・構造 地積・床面積（㎡） 

平佐町字百田町２４２２番５ 雑種地 ４３８ 

 

 

 

 

 

受任者 住所 

 

 

氏名                 印 
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普通財産受領書 

 

 

 令和  年  月  日契約締結しました下記の普通財産は確かに受領しました。 

 

 

記 

 

１ 土地 

所在地 地目・用途・構造 地積・床面積（㎡） 

平佐町字百田町２４２２番５ 雑種地 ４３８ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 令和   年   月   日 

 

 

住 所 

 

 

氏 名                      印 

 

 

薩摩川内市長 田中 良二 殿
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物 件 調 書 

対象物件 

所 在 地 地目・用途・構造 地積・床面積（㎡） 

 

平佐町字百田町２４２２番５ 

 

雑種地 ４３８ 

最低売却価格 １７，７９９，１００円 

画地条件 
・間口 約１８ｍ 

・奥行 約２２ｍ ・形状 長方形 ・高低差 ほぼ等高 

街路条件 ・近隣地域の地域要因とほぼ同じ 

法
令
等
に
基
づ
く

制
限 

都市計画法 非線引都市計画区域 

建築基準法 
用途地域 ― 

建ぺい率 ６０％ 容積率 ２００％ 

その他 都市機能誘導区域、居住誘導区域 

供給処理施設 

の 状 況 

 事業所名 電話番号 

電 気 接続可 九州電力送配電株式会社 0120-879-563 

上下水道 接続可 水道局お客さまセンター 0996-20-8500 

交 通 機 関 
JR 「川内」駅まで約２９０ｍ 

バス 「平佐麓」バス停まで約４１０ｍ 

公共施設等 薩摩川内市役所本庁舎まで約１．４ｋｍ 

現況及び参考 

・埋蔵文化財包蔵区域外です。 

・地下埋設物、土壌汚染は確認できておりません。 

・土地は現状有姿で引き渡しを行います。 

・土砂災害警戒区域等に指定されている場合もありますので、防災マップ等で 

ご確認ください。 

・一部で水はけが劣り、イシクラゲが見られる。 

 

※ 物件調書は、入札参加者が物件の概要を把握するための参考資料ですので、必ず入札参加者

ご自身において現地及び諸規制についての調査確認をおこなってください。 
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位 置 図 

１ 平佐町字百田町２４２２番５ 

 

２ 平佐町字百田町２４２２番５ 

N 

対象物件 

ファミリーマート 

対象物件 

ファミリーマート 
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土地売買契約書（案） 
 

 売主 薩摩川内市（以下「甲」という。）と買主        （以下「乙」という。）

との間に、次の条項により土地売買契約を締結する。 

 

（売買物件） 

第１条 甲は、その所有する末尾に掲げる土地（以下「売買物件」という。）を乙に売り渡

し、乙はこれを買い受けるものとする。 

 

（売買代金） 

第２条 売買代金は、金           円とする。 

 

（売買代金の支払い） 

第３条 乙は、前条の売買代金を甲の発行する納入通知書により、令和８年８月２０日ま

でに、甲の指定する場所において支払わなければならない。 

 

（延滞金） 

第４条 乙は、第２条の売買代金を前条の納入期限までに支払わないときは、その翌日か

ら支払いの日までの日数に応じ、年２．５パーセントの割合で計算した延滞金を甲に支

払わなければならない。 

 

（契約保証金） 

第５条 乙は、この契約締結と同時に契約保証金として売買代金の１０パーセント以上を

甲に支払わなければならない。 

２ 前項の契約保証金は売買代金等を完納したときは、乙に返還するものとする。ただし、

乙は、契約保証金を売買代金の一部に充当することができる。 

３ 契約保証金には利息を付さないものとする。 

４ 乙が第３条の指定期日までに売買代金を完納しないとき、又は、第１３条の規定によ

りこの契約を解除したときは、契約保証金は甲に帰属するものとする。 

 

（所有権の移転及び売買物件の引渡し） 

第６条 売買物件の所有権は、乙が第２条の売買代金（第４条の延滞金がある場合は、こ

れを含む。）の支払いを完了したときに甲から乙に移転するものとする。 

２ 売買物件は、前項の規定により所有権が移転したときに乙に対し現状のまま引渡しが

あったものとする。 

３ 引渡し後、乙は、売買物件の普通財産受領書を甲に提出する。 

 

（所有権の移転登記） 

第７条 乙は、前条第１項の規定により売買物件の所有権が移転した後、速やかに甲に対

し所有権の移転登記を請求するものとし、甲は、その請求により遅滞なく所有権の移転

登記を嘱託するものとする。 

２ 前項の所有権の移転登記に要する費用は、乙の負担とする。 

 

（危険負担） 

第８条 本契約締結の時から売買物件の引渡しの時までに、売買物件が甲、乙双方の責め

に帰することができない事由により滅失又はき損した場合には、乙は、代金の支払いを

拒むことができる。 

印 

紙 
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（契約不適合責任） 

第９条 乙は、本契約締結後、売買物件が契約内容に適合しない（権利の不適合を含む）

ものであることを発見しても、追完請求権の行使、売買代金の減額若しくは損害賠償請

求の請求又は契約の解除をすることができないものとする。ただし、乙が消費者契約法

（平成１２年法律第６１号）第２条第１項に規定する消費者である場合にあっては、引

渡しの日から２年間は、この限りではない。なお、甲の責任の範囲は、売買代金の額を

限度とする。 

 

（用途の制限） 

第１０条 乙は、売買物件を暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年

法律第７７号）第２条第２号に定める暴力団その他の反社会的団体及びそれらの構成員

がその活動のために利用する等公序良俗に反する用に供してはならない。 

２ 乙は、売買物件を、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年

法律第１２２号）第２条第１項に規定する風俗営業、同条第５項に規定する性風俗関連

特殊営業その他これらに類する業の用に供してはならない。 

３ 乙は、売買物件の所有権を第三者に移転する場合には、前２項の用途の制限を承継さ

せるものとする。 

 

（権利の制限） 

第１１条 乙は、第６条の所有権の移転の日から５年を経過するまでの間は、売買物件の

所有権、地上権、使用貸借権、賃借権その他の使用収益を目的とした権利の設定又は移

転をしてはならない。ただし、甲の承認を受けた場合は、この限りではない。 

 

（実地調査等） 

第１２条 甲は、乙の本契約履行について、必要があると認めるときは、乙に対して、随

時その業務又は資産の状況に関して質問し、帳簿、書類、売買物件その他の物件を調査

（実施調査を含む。）し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求めることがで

きる。 

２ 乙は、正当な理由なく前項の調査を拒み、妨げ若しくは忌避し、又は同項の報告若し

くは資料の提出を怠ってはならない。 

 

（契約の解除） 

第１３条 甲は、乙がこの契約に規定する義務を履行しないときは、何ら催促しないでこ

の契約を解除することができるものとする。 

２ 乙は、やむを得ない事由があるときは、契約の解除を申し出ることができる。ただし、

この場合は、甲が受けた一切の損害を賠償しなければならない。 

 

（売買代金の返還） 

第１４条 甲は、前条第１項に規定する解除権を行使した場合において、納入済みの売買

代金を乙に返還するものとする。ただし、当該返還金には、利息を付さないものとする。 

 

（売買物件の原状回復） 

第１５条 乙は、第１３条第１項の規定により契約を解除されたときは、自己の負担で直

ちに売買物件を原状に回復して甲に返還しなければならない。ただし、甲の文書による

了承を得た場合はこの限りではない。 

 

（有益費等の請求権の放棄） 
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第１６条 乙は、この契約を解除された場合において、乙が売買物件に支出した有益費、

必要費その他の費用があっても、これを甲に請求しないものとする。 

 

（違約金） 

第１７条 乙は、第１３条第１項の規定により契約を解除された場合においては、第２条

に規定する売買代金の１０パーセントに相当する金額を違約金として甲に支払わなけれ

ばならない。 

 

（損害賠償） 

第１８条 乙は、この契約に定める義務を履行しないために甲に損害を与えたときは、そ

の損害に相当する金額を損害賠償として甲に支払わなければならない。 

 

（返還する売買代金の相殺） 

第１９条 甲は、第１４条の規定により売買代金を返還する場合において、乙が第１７条

に規定する違約金又は前条に規定する損害賠償として甲に支払うべき金額があるときは、

返還する売買代金の全部又は、一部と相殺するものとする。 

 

（契約の費用） 

第２０条 この契約の締結及び履行に必要な一切の費用は、乙の負担とする。 

 

（管轄裁判所） 

第２１条 この契約から生ずる一切の法律関係に基づく訴えについては、甲の事務所の所

在地を所轄する裁判所を第一審の裁判所とする。 

 

（疑義の決定等） 

第２２条 この契約に定めのない事項又はこの契約に定める事項に疑義を生じたときは、

甲乙協議して定めるものとする。 

 

  この契約の締結を証するため、この契約書２通を作成し、甲乙それぞれ記名押印のう

え、各自その１通を保有するものとする。 

 

 

令和  年  月  日 

 

 

 

甲  薩摩川内市神田町３番２２号            

薩摩川内市                    

薩摩川内市長 田中 良二        ㊞    

 

 

乙                           

                

         ㊞    
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１ 売買物件 

 ⑴ 土地 

所在地 地目・用途・構造 地積・床面積（㎡） 

平佐町字百田町２４２２番５ 雑種地 ４３８ 

 

 

 


